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平成２５年勝浦町マラソン議会（８月会議）会議録第１号 

 

１ 招集年月日 平成25年８月20日 

１ 招 集 場 所      勝浦町議会議場 

１ 開閉日時及び宣告 

   開 会 ８月20日 午前９時30分   議 長  大 西 一 司 

   散 会 ８月20日 午前10時16分   議 長  大 西 一 司 

１ 出席及び欠席議員 

  ○出席議員（10名）        

       １番  美 馬 友 子       ２番  麻 植 秀 樹 

       ３番  河 野 道 雄       ４番  篰   公 一 

       ５番  国 清 一 治       ６番  森 本   守 

       ７番  山 野 忠 男       ８番  井 出 美智子 

       ９番  大 西 一 司       10番  川 端 雅 夫 

  ○欠席議員（０名） 

１ 会議録署名議員 

       ３番  河 野 道 雄       ４番  篰   公 一 

１ 地方自治法第121条第１項により説明のために出席した者の職及び氏名 

   町    長  中 田 丑五郎     副  町  長  小 林   功 

   教  育  長  北 島   隆     企画総務課長  伊 丹 眞 悟 

   産業交流課長  野 上 武 典     建 設 課 長  柳 澤 裕 之 

           坪 井 泰 博 

１ 職務のため出席した者の職氏名 

   事 務 局 長  前 田 晃 司 

１ 議事日程        

        開議宣告 

   日程第１ 諸般の報告 

   日程第２ 会議録署名議員の指名 

   日程第３ 議会運営委員会所管事務調査報告 

教育委員会事務局長       
給食センター所長       
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   日程第４ 議案第１号 横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結について

の件 

   日程第５ 協議事項 １ 議会放映について 

             ２ 鶴林寺トイレ改修について 

１ 本日の会議に付した事件 

   日程第１から日程第５まで 

１ 会議の経過 

   別紙のとおり 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 
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            午前９時30分 開議 

○議長（大西一司君） 皆さんおはようございます。 

 これより８月会議を開きます。 

 これより議事日程に入ります。 

 本日の議事日程は，お手元へ配付のとおりでございます。 

 日程第１，諸般の報告を議題とします。 

 会議等への出席状況を報告いたします。 

 ７月31日，徳島市で開催された徳島県町村議会議長会定例会に私が出席しました。 

 次に，監査委員から平成25年６月と７月分の例月出納検査結果について報告書が提

出されていますので，ご報告しておきます。 

 次に，法第121条第１項の規定により，説明者として出席を求めたのは中田町長，

小林副町長，北島教育長，伊丹企画総務課長ほか関係各課長でございます。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に，日程第２，会議録署名議員の指名を議題とします。 

 会議録署名議員は，会議規則第128条の規定により，議長において指名いたしま

す。 

 平成25年勝浦町マラソン議会８月会議における会議録署名議員は，３番河野議員，

４番篰議員の両名を指名いたします。 

 次に，日程第３，議会運営委員会所管事務調査報告を議題とします。 

 議会運営委員会調査結果の報告を求めます。 

 国清委員長。 

○議会運営委員長（国清一治君） 議会運営委員会から，先月の通年会議導入後に全

国から視察が相次いでおりますので報告をいたします。 

 ８月１日に，鳥取県琴浦町議会が，８月８日には香川県宇多津町議会が来町し，通

年会議の運営方法や常任委員会の廃止などを中心に説明し，協議をいたしました。ま

た，本日午後から福岡県岡垣町議会が来町いたします。 

 このように，全国の議会関係者が本町を訪れていますので，町のＰＲとともに情報

交換も行い，今後の議会運営に生かしていきたいと考えております。 

 次に，本日の議事日程に協議事項２件を上げておりますが，このことについては２
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つの常任委員会の廃止により，議員提案による協議の場をどうするかなどの議論があ

りまして，８月８日に開いた議会運営委員会において，各会議の議案審議終了後に，

「協議事項」として議題とすることを決めております。また，執行部からの報告事項

も同様の扱いといたします。 

 以上，議会運営委員会からの報告といたします。 

○議長（大西一司君） ただいまの議会運営委員長の報告に，何かご質疑ございませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） それでは，議会運営委員会所管事務調査報告を終わります。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） 次に，日程第４，議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区

請負契約の締結を議題とします。 

 これより第一読会を開きます。 

 この第一読会は，会議規則第53条により，状況によっては私からも質疑を述べたい

と思います。これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ご異議ありませんので，そのように決定いたします。 

 町長から開会の挨拶並びに本件の趣旨説明をお願いします。 

 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 皆さんおはようございます。 

 平成25年勝浦マラソン議会８月会議の開会に当たりまして，一言ご挨拶を申し上げ

ます。 

 議員の皆様方におかれましては，公私にわたり何かとご多用のところご出席を賜り

まして，深く感謝を申し上げます。また，議員の皆様方におかれましては，日ごろか

ら町勢の発展にご尽力を賜っておりますことに対しましても厚く御礼を申し上げま

す。 

 連日，本当に暑い日が続いておりまして，高知県の四万十市では国内観測史上最高

気温を更新する41度を記録するなど，日本列島は記録的な猛暑が続いております。ま

た，一方では山陰や東北地方におきましては，今までに経験したことのない大雨とな
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っておりまして，山崩れや土石流により家が流されたり，集落が孤立するなど，大変

な大きな被害が出ておるところでもございます。 

 本町におきまして，９月に行われます一斉防災訓練におきまして，巨大地震を，南

海トラフの地震を想定したものではございますが，この訓練も生かしながら，より一

層町民の防災意識向上を図るとともに，町といたしましても地域の防災力を高めるた

めの自主防災組織の強化，また消防団員の確保など，さまざまなことに努めてまいり

まして，住民の皆様方の安全・安心なまちづくりに今後とも取り組んでまいる所存で

もございます。 

 それでは，この議会に上程をいたしました議案につきましてご説明をいたします。 

 議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結についてであります。 

 これは，横瀬与川内線改良工事１工区を施工するため，指名競争入札により工事の

請負人を定め，その者と契約を締結するに当たり，勝浦町の議会の議決に付すべき契

約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定によりまして，町議会の議決を

求めるための案件でございます。 

 詳細につきましては，担当課長から説明をいたさせますので，ご審議をいただきま

して，ご決議賜りますようにお願いを申し上げまして，提案理由の説明とさせていた

だきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（大西一司君） 町長の説明が終了しました。 

 議事日程の都合により，休憩します。 

            午前９時37分 休憩 

            午前９時42分 再開 

○議長（大西一司君） 再開いたします。休憩前に引き続いて会議を開きます。 

 これより議案第１号について質疑を行います。 

 質疑またご意見のある議員は，ご発言をお願いいたします。 

 ７番山野さん，どうぞ。 

○７番（山野忠男君） 質問いたします。 

 町長を初め担当課長には，先日長年の要望であった木小屋線無事仕上がりました。

ありがとうございます。とりあえず，お礼を申し上げます。 

 今回のこの議案第１号でございますけれども，先ほども実は課長にお聞きしたんで
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すけれども，エム・ケイ産業ということでございます。このエム・ケイ産業というの

は……。 

○議長（大西一司君） 山野議員，会社名が出るんだったら，ちょっと小休しますの

で，小休中に。もし，会社名が出るんやったら。 

○７番（山野忠男君） この後ですか。 

○議長（大西一司君） 会社名が出るのは，ちょっとぐあい悪いんで，もしあれだっ

たら話の流れで。小休しますので。 

 小休します。 

            午前９時43分 休憩 

            午前９時50分 再開 

○議長（大西一司君） 再開します。 

 ほかに，この件について質疑はございませんか。 

 ４番篰議員。 

○４番（篰 公一君） ちょっと，建設課長に確認しますが，これの予算。予算は，

当初予算でしたか，それとも補正予算でしたかね。たしか，補正予算だったような気

もするんですが。 

（建設課長柳澤裕之君「補正です」の声あり） 

 といいますと，この工事の対象場所，今ちょうど樫渕の急傾斜やっとんと同じ層の

ようなと思うんですよね。ずっと，延長線上にありますんで。ほんで，ボーリングで

初め調査してもわからなかって，崩れてきとる分があると。この前，ちょうど東部広

域のときに，建設課長もボーリング調査では，層についてはちょっと十分把握できな

い面があるというようなことが答弁されてましたんで，私が心配するのは補正予算と

いうことは今年度中に終わらないきませんわね。もう少し，私が早目に入札して，工

事にかかるような，当初ですよ，計画聞いとったんですが，今回になったと。あと非

常に大きな工事ですね。あと４段階に分かれて。これ，今年度中に終わる，そういう

不測っていうか，思わぬところの地層の崩れとか，台風，いろいろあって，そういう

思わぬ不測の事態のときは繰り越しできるんですか。それとも，もう余裕を見てこの

工期をしてあるのか，ちょっと答弁お願いします。 

○建設課長（柳澤裕之君） 繰り越しは，まずもうできません。樫渕の急傾斜と大き
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く違うのは，山ののり面の切が大きいか少ないかでありまして，初めちょっとざっく

り説明させてもろうたとおり，135メーターのうち40メーター間については張コンク

リートということで，現在の山肌をちょっと削って前に50センチぐらいのコンクリを

打つということで，山切りは大してありませんので，地質的には余り大丈夫かなと。

この切るときに，小崩壊があるかもわかりませんけども，それは大したことないかな

というふうな認識でおります。そして，大半が落石防止のネットとかストーンガード

の設置なので，いわゆる空中戦というか，土をいらわないでやりますので，ある程度

材料資材が入りましたら，後は時間的な問題だけかなというふうには認識しておりま

す。 

○議長（大西一司君） どうぞ。 

○４番（篰 公一君） この３月14日という工期，これはある程度余裕を見て，まず

間違いないという判断ということですね。 

○建設課長（柳澤裕之君） 私としては，大丈夫と思っております。 

○議長（大西一司君） はい，どうぞ。 

○４番（篰 公一君） もう一点だけなんですが，ここは交通，特に路線バスも通っ

てますわね。そこらの交通規制というか，影響が及ぶようなことはあるんですか。 

○建設課長（柳澤裕之君） 当然，大きい重機等据えますので，全面通行どめにはさ

せていただきたいなと考えております。バス路線についてですが，やはり迂回してい

ただいて，申しわけないんですけども協力をお願いしたいなと考えています。 

○４番（篰 公一君） その点について，周知，住民に対する周知。それは，早目早

目に確実にできるような対策を講じていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） ほな，ほかに。 

 山野さん，どうぞ。 

○７番（山野忠男君） 先ほど，課長のご説明の中で，③の説明，これは中腹に，山

腹にＨ鋼を立てて，そこへロープを張って，そこで石を受けるようにすると，こうい

う話があったんですけれども，あそこ私も毎日のように通るんですけども，石垣，既

に道路際の水噴きよるところ，あっこの石垣がもう臨月になって腹膨れとんですね。

あれは，もうそのままに置いておくんですか。道路際，道路際の。 
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○議長（大西一司君） 課長。 

○建設課長（柳澤裕之君） 一応，山側，先ほど言うたように張コンクリートで山側

いらうんは40メーターで，そのおっしゃるとこは終点側から30メーター区間と思うん

ですけども，これについてはコンサルタントの解釈では，もう山側の中腹，中腹より

ちょっと下なんですけども，ここにＨ鋼を立ててポケットをこしらえるというふうな

対策を講じたら大丈夫ということで認識しております。 

○７番（山野忠男君） ああ，そうですか。 

 ほな，もう今目で見て膨れとるところは，ほな大丈夫ということなんだろうかね，

コンサルでは。かなり膨れとんですよ。あれ放っておいたら，また何のために工事し

たんだと，こうまた言われる可能性もあるんで，もう一回よく見といてほしいと思う

んです。 

○建設課長（柳澤裕之君） はい，また現場で確認してみます。 

○７番（山野忠男君） はい，よろしく。 

 以上です。 

○議長（大西一司君） ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようですので，以上で質疑を終了します。 

 お諮りします。 

 議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結について採決します。 

 議案第１号を第二読会に付することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ご異議ありませんので，本件は第二読会に付することに決定

いたします。 

 引き続き，これより第二読会を開きます。 

 これより議案第１号について質疑を行います。 

 質疑またはご意見のある議員はご発言をお願いします。 

 質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ないようですので，質疑を終了します。 
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 お諮りします。 

 議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結について，第三読会に付

することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） ご異議ございませんので，本件は第三読会に付することに決

定いたします。 

 引き続いて，これより第三読会を開きます。 

 第三読会では，討論と採決を行います。 

 議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結について討論を行いま

す。 

 討論はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（大西一司君） 討論なしと認めます。 

 これより議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結についてを採決

いたします。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第１号，横瀬与川内線改良工事１工区請負契約の締結については，原案のとお

り決定することに賛成の方はご起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（大西一司君） 賛成者多数と認めます。したがって，議案第１号，横瀬与川

内線改良工事１工区請負契約の締結については原案のとおり可決と決定いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（大西一司君） それでは次に，日程第５，協議事項を議題とします。 

 まず，１つ目の議会放映について，篰議員からこの件について説明をお願いしたい

と思います。 

 篰議員。 

○４番（篰 公一君） 議会の放映について町長にその見解をお尋ねいたします。 

 勝浦町議会は，議会活性化の取り組みとして，今回の通年の会期制の導入，また議

会広報モニター制度の取り入れと，数々の改革を行っていますが，その一つというか
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目的，やっぱり住民の身近にある議会というのを目指しておりまして，開かれた議会

になるためには，一つの手段としてテレビやインターネットでの放映が考えられま

す。 

 勝浦町では，ケーブルテレビを利用するのが現実的であろうかと思いますが，やは

りそういう進めていくに当たりましては，議会として調査研究していく必要がありま

す。そして，導入，これ導入ありきで進めるというんではなくって，費用対効果，い

ろんなことも検討し，他の市町村の事例も参考にしながら進めていかなければなりま

せんが，導入に際しては初期投資や運用経費など，予算措置が必要になってきます

し，また人的な配慮も執行部のほうにお願いするようなことも考えられます。 

 そこで，執行部，特にこれは担当は企画総務課になると思うんですが，議会と一緒

に情報交換しながら進めていく必要があると思いますが，町長の見解はどのようでし

ょうか。 

○議長（大西一司君） 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 協議事項について答弁を申し上げます。 

 議会の放映についてというようなことでございまして，通年会期制の導入など，議

会活性化のためにさまざまな，議員みずからやっていただいておりますことに対しま

しては，本当に敬意を表する次第でもございます。いろいろと，議員からもご指摘い

ただきましたように，今後とも議会としての効率的な方法について調査研究するとい

う必要もあるというようなことでございます。この点につきましても，私も同様な考

え方でございまして，今後とも行財政政策を決定する上で大変重要であるというよう

なことでございまして，当然情報も公開していかなければならないということも非常

に大切だと思っております。 

 放映につきましても，以前から何回か議会内でも議論をされているところでもござ

いますけども，いろいろシステムの構築の運用，また経費の問題，人員の問題など，

さまざまな課題があります。そんなことも当然議会の皆さん方とも意見交換するなど

さまざまなことをして，最大の効果を上げれるように今後とも協議も重ねていきたい

なという考え方をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 篰議員。 
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○４番（篰 公一君） 今，町長のほうから答弁いただきました。 

 情報の公開という意味でも非常に大事な手段であるという認識をしていただいてお

りますので，今後ともに進んでいきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 以上で私の質問を終わります。 

○議長（大西一司君） ご苦労さんです。 

 それでは，２つ目の鶴林寺のトイレ改修について，国清議員から説明をお願いした

いと思います。 

 国清議員。 

○５番（国清一治君） 私のほうからは，鶴林寺のトイレ改修についてということで

お聞きしたいと思いますが，このトイレはちょうど鶴林寺線終点の駐車場の横にある

トイレでございまして，地元のボランティアグループから議会のほうに再三改修して

ほしいという申し出があったためでありますが，２つに分けてお聞きしたいと思いま

すが，答弁につきましては町長が全部できれば町長で結構ですし，あと詳細わからな

いところは所管課長なりに答弁していただけたらと思っております。 

 まず，現状認識ということで，このトイレの所有者，管理はどうしているのか。 

 また，過去に補助金を支出して建設した経緯があると聞いておりますので，この実

態はどうなのか。 

 それと，この鶴林寺のトイレについてお寺と直接協議した経緯はあるのかどうか。 

 それと，環境衛生などに問題はないのかということで，まずこの４点についてお聞

きしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 坪井局長。 

○教育委員会事務局長（坪井泰博君） １問目の所有者，管理者でございますが，鶴

林寺が所有をして管理をしていると認識をいたしております。 

 あと２問目の過去の補助金支出の経緯につきましては，過去の補助金の支出につい

ては教育委員会からは補助金を支出をしていないと思いますけれども，確認はいたし

ておりません。 

 ３問目の鶴林寺と協議した経緯はということでございますが，町と鶴林寺とは直接

は話はしておりません。 

 あと４問目の環境衛生など問題はないのかということでございますが，においはい
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たしますけれども，くみ取り式トイレでございまして，環境などの問題はないと考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 野上課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 補助金の関係でございますが，過去にさかのぼって

トイレについている電気のメーターの製造年月日が昭和57年，1982年となっておりま

したので，そのころの簿冊等を現存するか調べてみましたがございませんでした。ち

ょっと，その補助金の支出については定かではありませんが，また支出調書等のもの

も見てみたんですが，トイレに関しての支出も観光面ではございませんでした。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 国清議員。 

○５番（国清一治君） これは，一般質問でありませんので再問はしませんけれど

も，特に補助金についてはもう少し調べていただきたいなと思っております。 

 次にお聞きしますが，今後の改修等について，勝浦町はもてなしの町，交流の町と

して非常に総合計画でもはっきり明言している町でございますので，あれだけ10万人

から来ると言われております鶴林寺でございますので，私は改修すべきと思ってます

が，これについては町長にお聞きしたいと思います。 

 それと，全国歴史の道会議が10月に行われるわけなんですけれども，これに対して

先ほど問題はないと局長は言い切りましたけれども，そのままいくのかどうか，これ

は教育長に聞きたいと思います。 

 それと，いかに所有が鶴林寺であろうと，町の観光とか交流からいうと，そのまま

放っていくのはちょっと私は問題があると思っておりますので，今後どうするのか。

これは，私は産業交流課長に聞きたいと思います。 

 それと，これは町長に聞きたいんですけれども，所管課をどこにするのか。どこ

が，どこもが対応できんのでは困ると思いますので，それは町長について，この４点

についてお願いいたしたいと思います。 

○議長（大西一司君） 産業交流課長。 

○産業交流課長（野上武典君） 観光面でということでございますが，同じように近

隣の町村で神山町に焼山寺というお寺がございますが，そのあたりで神山町あたりは
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どういうふうにしているかということでお聞きしました。やっぱり，お寺のことでご

ざいます。政治と宗教ということで，神山町においても焼山寺，お寺の中の施設，維

持管理等については何ら支援等はしていないと。ただ，焼山寺へ上がっていく道等に

ついて，拡幅であるとか，改良であるとか，そういったことについては通りやすいよ

うに努めているというふうに聞いております。 

 また，トイレ等については，ずっと下の大きなバスが入っていかないところで町の

公衆トイレがあって，ずっと麓のほうにはトイレがあって町が管理しているというこ

とでお聞きしました。お寺さんの中にあるトイレについては，何らかかわってはいな

いというふうに確認しております。 

 町としましても，今鶴林寺の麓にあります道の駅が整備できております。大きなバ

ス等については，そこでできたら立ち寄っていただいて用を済ませて上がっていただ

けたらなあというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 教育長，お願いします。 

○教育長（北島 隆君） 答弁をいたします。 

 教育委員会としては，全国歴史の道の会議と２日目のウオーキングというようなこ

の対応ということで，今産業交流課長のほうからお話がありましたが，道の駅にトイ

レがございます。そこの掃除と，それから途中に農免道路に仮設のトイレを現在設置

されておりますけれども，そこの掃除と。最終的に，今お話しになっておりますくみ

取り式のトイレ，一番上のトイレなんですけども，そこのトイレについての掃除とい

うことで，この３カ所の掃除を想定をいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 最後，中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 協議事項についてのご答弁申し上げます。 

 改修，特にトイレの改修等についてのことでございます。先ほど来，現状認識の中

でも所有者，管理者は鶴林寺さんの所有施設でありますし，管理もされているという

ことであります。こういうことを思いながら，やはり鶴林寺の詳細といいますか，参

拝客，観光も含めてかもわかりませんけども，年間10万とか12万とかというような話

も出ておりまして，非常に多くの方々が来られております。県内外から多くの方々が
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来られているというようなとこで，トイレが非常に苦情が多く出ているというような

ことで，町といたしましてはイメージのダウンになることかなと思ったりもしており

ますけども，議員もよくご承知だろうと思っておりますけども，この所有が鶴林寺さ

んというようなことで，町としていろんな補助，施策が講じれるかどうかというよう

なことでございます。大変，この辺いい知恵があれば，ぜひとも教えていただきたい

なあということも考えておりまして，現在のところは非常に政教分離の話もあります

し，難しい話かなと思っております。 

 それともう一点，所管課につきましては，トイレだけ限定すれば特に所管というと

ころは現在考えておりませんけども，観光交流ということになれば当然産業交流課の

担当になるんでなかろうかと。トイレだけ限定すれば，今のところ特に明確な担当課

はわかりません。 

 以上でございます。 

○議長（大西一司君） 国清議員。 

○５番（国清一治君） これ以上は，質問的には申しませんが，私もお盆前にちょう

どトイレの現場を見に行きました。ちょうど広島から大型バスが来とったんですが，

女性の方，特にトイレ入られて，これは汚くてできないということでありましたの

で，私の孫も連れていっとったんですが，落ち込むけん入れんということで，そうい

う私は時代と思ってます。今山のトイレも星谷のトイレもおかげできれいになりまし

た。あれだけ10万人から来る観光施設のトイレがお寺やけんできんというんじゃなし

に，お寺の宿舎もトイレも私は補助金が出てると思ってます。調べてください。 

 そういうことで，今後この対応については議長に委ねたいと思いますので，今後と

も改善されるよう大きく期待をしまして，協議事項を終わります。 

○議長（大西一司君） ご苦労さんです。 

 以上で本日の日程は全て終了いたしました。 

 以上をもって本会議に付議された案件の審議は全て終了しました。 

 それでは，８月会議閉会に当たり，中田町長からご挨拶を一言お願いいたします。 

 中田町長。 

○町長（中田丑五郎君） 閉会に当たりましてご挨拶を申し上げます。 

 本会議に提案をいたしました議案につきまして，慎重にご審議をいただきまして，
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ご決議賜りましたことに対しまして厚く御礼を申し上げます。 

 冒頭に，私も申し上げましたように，本当に連日のように大変暑い日が続いており

ます。議員の皆様方におかれましても，くれぐれも健康に十分ご留意をいただきまし

て，ますますご活躍されますことを心からご祈念申し上げまして，閉会に当たりまし

てのご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。 

○議長（大西一司君） ありがとうございました。 

 次回は９月３日に会議を開きます。 

 本日はこれにて散会をいたします。 

 どうもお疲れでございました。 

            午前10時16分 散会 
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